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●
能
代
市
山
本
郡
養
護
老
人
ホ
ー

ム
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の

変
更
及
び
規
約
の
一
部
変
更

　

組
合
の
運
営
は
ど
う
変
わ
る
の

か
、
ま
た
、
職
員
数
に
変
化
は
あ

る
の
か
、
と
の
質
疑
に
対
し
、
養

護
老
人
ホ
ー
ム
は
措
置
費
で
運
営

さ
れ
て
い
る
が
、
介
護
保
険
の
対

象
者
は
介
護
保
険
で
の
対
応
と
な

る
。
今
後
は
、
老
人
居
宅
介
護
事

業
も
合
わ
せ
て
実
施
す
る
。
介
護

サ
ー
ビ
ス
は
こ
れ
ま
で
の
職
員
が

行
う
こ
と
で
介
護
保
険
か
ら
報
酬

が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
老

人
居
宅
介
護
事
業
所
を
立
ち
上
げ

る
に
は
１
・
５
人
ほ
ど
の
不
足
が

見
込
ま
れ
、
職
員
の
増
員
が
必
要

と
な
る
、
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

●
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
設
置

　

制
度
移
行
後
の
事
務
量
や
負
担

金
の
見
通
し
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
、
市
町
村
が
行
う
事
務
に

は
、
新
し
く
保
険
料
徴
収
事
務
が

加
わ
る
。
ま
た
、
広
域
連
合
事
務

局
に
も
職
員
を
派
遣
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
る
。
市
の
負
担
割
合
は

共
通
経
費
全
体
の
約
５
・
５
％
と

な
る
見
込
み
で
あ
る
、
と
の
答
弁

が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
国
保
全
体
の
費
用
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
か
、
保

険
料
徴
収
で
事
務
量
が
ふ
え
、
市

の
会
計
を
圧
迫
す
る
よ
う
な
こ
と

に
は
な
ら
な
い
の
か
、
と
の
質
疑

に
対
し
、
高
齢
者
が
保
険
料
と
し

て
10
％
負
担
す
る
の
で
保
険
者
の

負
担
は
軽
く
な
る
が
、
電
算
処
理

シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
、
事
務
量
は

ふ
え
る
見
込
み
で
あ
る
、
と
の
答

弁
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
被
保
険
者
の
負
担
の
あ

り
方
に
つ
い
て
も
質
疑
が
あ
り
、

広
域
連
合
の
会
議
の
際
に
は
被
保

険
者
負
担
の
軽
減
や
事
務
体
制
の

簡
素
化
な
ど
を
訴
え
て
い
き
た
い
、

と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

●
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

　

認
定
に
伴
う
事
務
量
と
認
定
調

査
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
来
年

４
月
か
ら
は
月
に
30
件
か
ら
40
件

程
度
、
認
定
事
務
が
ふ
え
る
見
込

み
で
あ
る
。
調
査
に
つ
い
て
は
、

家
族
な
ど
介
護
し
て
い
る
人
の
立

ち
会
い
に
よ
っ
て
正
確
な
情
報
を

得
る
よ
う
努
め
て
い
る
、
と
の
答

弁
が
あ
っ
た
。

●
現
在
の
二
ツ
井
小
学
校
の
改
修

等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
特
別

教
室
や
余
裕
教
室
、
ト
イ
レ
の
増

設
等
を
検
討
し
た
い
。
改
修
費
用

に
つ
い
て
は
、
二
ツ
井
地
域
小
学

校
統
合
準
備
会
か
ら
の
要
望
等
を

生
か
し
て
試
算
し
た
い
、
と
の
答

弁
が
あ
っ
た
。　
　
　
　

︵
菊
地
︶

●
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

　

公
共
下
水
道
と
合
併
浄
化
槽
の

コ
ス
ト
を
比
較
し
、
下
水
道
の
整

備
を
推
進
す
る
上
で
も
、
財
源
の

確
保
や
認
可
区
域
の
見
直
し
、
事

業
継
続
の
問
題
な
ど
早
急
に
検
討

す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
の
質
疑

が
あ
り
、
処
理
原
価
等
は
比
較
し

て
い
な
い
が
、
事
業
推
進
に
当

た
っ
て
は
、
少
な
い
経
費
で
効
率

よ
く
行
っ
て
い
く
た
め
、
整
備
手

法
等
に
つ
い
て
費
用
対
効
果
を
考

慮
し
、
早
急
に
詰
め
た
い
、
と
の

答
弁
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
受
益
者
負
担
の
徴
収
に

関
わ
る
業
務
管
理
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
、
賦
課
、
徴
収
、
収
納
確

認
と
そ
れ
ぞ
れ
担
当
者
を
分
け
て

シ
ス
テ
ム
化
し
複
数
の
職
員
が
関

わ
る
こ
と
で
問
題
等
の
発
生
を
防

い
で
い
る
、
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

●
上
水
道
事
業
に
つ
い
て

　

今
年
度
の
建
設
改
良
事
業
の
見

通
し
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
浄

水
場
整
備
事
業
や
配
水
管
等
整
備

事
業
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
予
定

し
て
い
た
入
札
が
終
わ
り
入
札
差

金
が
で
た
た
め
、
次
年
度
分
予
定

工
事
の
一
部
を
前
倒
し
し
て
発
注

し
た
い
、
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
北
東
部
地
区
の
上
水
道

へ
の
加
入
見
込
み
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
、
轟
地
区
で
は
、
自
治
会

で
工
事
費
分
を
積
み
立
て
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
の
加
入
率

が
見
込
ま
れ
る
。
槐
・
四
日
市
、

常
盤
本
郷
地
区
は
現
在
、
民
営
の

簡
易
水
道
で
あ
り
、
上
水
道
が
整

備
さ
れ
れ
ば
、
簡
易
水
道
を
廃
止

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
の

答
弁
が
あ
っ
た
。

  

ま
た
、
苅
橋
・
魔
面
、
天
内
地

区
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
質

疑
が
あ
り
、
苅
橋
・
魔
面
地
区
か

ら
要
望
書
が
出
て
い
る
が
、
第
三

期
拡
張
事
業
を
計
画
す
る
際
に
、

常
盤
本
郷
地
区
ま
で
と
し
て
い
た

の
で
、
今
回
の
事
業
が
終
了
し
た

時
点
で
検
討
し
た
い
、
と
の
答
弁

が
あ
っ
た
。

●
道
路
維
持
費
に
つ
い
て

　

舗
装
や
道
路
の
欠
損
部
等
の
補

修
だ
け
で
な
く
、
道
路
改
良
も
計

画
し
て
、
工
事
発
注
の
平
準
化

︵
特
定
の
時
期
に
集
中
し
た
り
、

発
注
が
な
い
よ
う
な
状
態
を
な
く

す
こ
と
︶
を
図
る
必
要
は
な
い
か
、

ま
た
将
来
的
な
展
望
は
ど
う
か
、

と
の
質
疑
が
あ
り
、
道
路
維
持
費

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
数
年
舗
装
を

中
心
に
考
え
て
お
り
、
道
路
改
良

は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
今
後
必

要
な
も
の
は
検
討
し
た
い
。
工
事

発
注
の
平
準
化
は
必
要
と
考
え
て

い
る
、
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。
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